
 

令和８年度組織改正の概要について 

 

１．組織改正の考え方  

○令和８年度の組織改正については、知事就任時期との関係から、部の

新設・改廃など大規模な再編は行わず、次の視点を踏まえ、必要な見

直しを実施 

（１） 令和８年度を初年度とする「総合計画」を力強く推進するため、 

財源や人材など県政運営の基盤の強化を図る 

（２） 事業を効率的・効果的に実施するため、改組や体制強化等を 

おこなう 

 

 

２．組織改正の概要 

 

【現行】 ※本庁                【改正後】 

 

 

 

 

 

 

（再編・改組） 

【総務】 管財課⇒管財課と財産活用室に再編  

【文化】 文化振興・世界遺産課⇒文化振興課と歴史文化遺産課に再編 

【県民】 川棚食肉衛生検査所を諫早食肉衛生検査所に統合・支所化 

【水産】 総合水産試験場（研究体制）１部３センター体制 

⇒２部（海洋調査部・技術開発推進部）体制に再編 

（廃 止） 

    【文化】 ながさきピース文化祭課 

 

 

 

 

 

 

◎知事部局  ：１２部（１部内局） 

          ７９課１４室２センター 

          ＋出納局（１課１室） 

◎各種委員会等： ６課 

◎知事部局   ：１２部（１部内局） 

           ７９課１５室２センター 

           ＋出納局（１課１室） 

◎各種委員会等： ６課 



 

３．組織改正のポイント 

（歳入確保対策の推進） 

◼ 県有財産のさらなる効果的な活用を図るため、管財課を再編し「財産活用室」

を新たに設置 

◼ 全庁的な歳入対策の取組を推進するための体制を強化（財政課） 

 

（県政を担う人材確保対策の推進） 

◼ 人材の確保から育成・定着までを一体的に進めるため、採用プロジェクトチ

ームを設置(新行政推進室） 

 

（文化資源を活用した交流人口拡大に向けた推進体制整備） 

◼ ピース文化祭の成果や盛り上がりを維持・継続するとともに、世界遺産等の

文化資源を活かした賑わいづくりをさらに推進するため、「文化振興課」と

「歴史文化遺産課」を新設 

 

（地方機関） 

◼ 食肉衛生検査体制の効率的運用を推進するため、川棚食肉衛生検査所を 

諫早食肉衛生検査所の支所として再編 

◼ 総合水産試験場における各種調査や技術開発等を効果的・効率的に実施す

るため、研究体制を１部３センター体制から２部体制へ再編 

 

（その他） 

◼ 企業版ふるさと納税制度のさらなる活用【政策調整課】  

◼ 半導体等の成長産業の企業誘致を加速するための体制を強化【産業労働部】 

◼ ＵＩターン就職促進体制の強化（行政人材も含めた人材確保）【未来人材課】 

 

 



　管財課 管財課

　（財産活用班） 財産活用室

　文化振興・世界遺産課 文化振興課

歴史文化遺産課

　

   ながさきピース文化祭課 　（廃　止）

　※ながさきピース文化祭2025の終了に伴う
　　廃止

（地方機関） 　川棚食肉衛生検査所 　諫早食肉衛生検査所川棚支所

（地方機関） 　総合水産試験場 総合水産試験場

　（漁業資源部） 　（廃　止）

　（種苗量産技術開発センター） 　（廃　止）

　（水産加工開発指導センター） 　（廃　止）

　（環境養殖技術開発センター） 　（廃　止）

　海洋調査部

　技術開発推進部

文化観光国際部

令和８年度　組織改正の概要

（現　　行） （改　正　後）

総務部

　※県有財産のさらなる効果的な活用を図る
　　ため、管財課を再編し「財産活用室」を
　　新たに設置するとともに、全庁的な歳入
　　対策の推進を図るため、財政課に歳入対
　　策担当を新たに配置

　※ピース文化祭の成果や盛り上がりを維持
　　・継続するとともに、世界遺産等の文化
　　資源を活かした賑わいづくりをさらに推
　　進するため、「文化振興課」と「歴史文
　　化遺産課」を新設

県民生活環境部

　※食肉衛生検査体制の効率的運用を推進す
　　るため、諫早食肉衛生検査所の支所とし
　　て再編

　水産部

　※各種調査や技術開発等を効果的・効率的
　　に実施するため、研究体制を１部３セン
　　ター体制から２部体制へ再編



◎本庁

農 林 部 （９課３室） 農 林 部 （９課３室）

土 木 部 （１２課１室） 土 木 部 （１２課１室）

産 業 労 働 部 （６課１室） 産 業 労 働 部 （６課１室）

水 産 部 （５課１室） 水 産 部 （５課１室）

福 祉 保 健 部 （８課２室） 福 祉 保 健 部 （８課２室）

こ ど も 政 策 局 （２課） こ ど も 政 策 局 （２課）

ス ポ ー ツ 振 興 課 ス ポ ー ツ 振 興 課

県 民 生 活 環 境 部 （１０課１室） 県 民 生 活 環 境 部 （１０課１室）

インバウンド推進課 インバウンド推進課
物産ブランド推進課 物産ブランド推進課
国 際 課 国 際 課

歴 史 文 化 遺 産 課
ながさきピース文化祭課 （ 廃 止 ）

観 光 振 興 課 観 光 振 興 課

文 化 観 光 国 際 部 （7課） 文 化 観 光 国 際 部 （７課）

文化振興・世界遺産課 文 化 振 興 課

危 機 管 理 部 （２課１室） 危 機 管 理 部 （２課１室）

地 域 振 興 部 （４課２室） 地 域 振 興 部 （４課２室）

スマート県庁推進課 債 権 管 理 室
総務事務センター スマート県庁推進課

総務事務センター

管 財 課 管 財 課
税 務 課 財 産 活 用 室
債 権 管 理 室 税 務 課

新 行 政 推 進 室 新 行 政 推 進 室
職 員 厚 生 課 職 員 厚 生 課
財 政 課 財 政 課

県 民 セ ン タ ー 県 民 セ ン タ ー
学 事 振 興 課 学 事 振 興 課
人 事 課 人 事 課

総 務 部 （８課2室２ｾﾝﾀｰ） 総 務 部 （８課3室２ｾﾝﾀｰ）

総 務 文 書 課 総 務 文 書 課

企 画 部 （３課） 企 画 部 （３課）

秘 書 ・ 広 報 戦 略 部 （３課） 秘 書 ・ 広 報 戦 略 部 （３課）

令和８年度 組織改正

現行 （知事部局 ：１２部（１部内局）
７９課１４室２センター
＋出納局（１課１室））

（各種委員会等： ６課）

改正案 （知事部局 ：１２部（１部内局）
７９課１５室２センター
＋出納局（１課１室））

（各種委員会等： ６課）



【参考】その他の部局・地方機関については組織改正なし

（ 海 洋 調 査 部 ） ※再編・新設

（技術開発推進部） ※再編・新設

（水産加工開発指導センター） （ 廃 止 ）
（環境養殖技術開発センター） （ 廃 止 ）

（ 管 理 部 ） （ 管 理 部 ）
（企画開発推進室） （企画開発推進室）
（ 漁 業 資 源 部 ） （ 廃 止 ）

水 産 部 水 産 部
総 合 水 産 試 験 場 （2部1室3ｾﾝﾀｰ） 総 合 水 産 試 験 場 （3部1室）

（種苗量産技術開発センター） （ 廃 止 ）

諫早食肉衛生検査所 諫早食肉衛生検査所
（ 国 見 支 所 ） （ 国 見 支 所 ）
川棚食肉衛生検査所 （ 川 棚 支 所 ）

◎地方機関　※該当組織のみ

県 民 生 活 環 境 部 県 民 生 活 環 境 部

※統合（支所化）


